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都市計画道路等の変更（素案）について
 

１　都市計画道路等の変更（素案）のまとめ　　 

２　具体的なルートの位置を示した資料　

（１）田村橋通り線の幅員変更及び桜井石橋線の幅員変更･一部廃止

      該当箇所の住所：桜井１,２丁目、桜６丁目、桜ヶ丘１,２丁目、

                       半町２丁目、瀬川２丁目、新稲４,５丁目の各一部

　　　　　　　　　　　　　　　　全体計画図　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　計画図（1/7～3/7）

（２）（仮称）石丸粟生外院線の追加及び皿池公園の区域変更

      該当箇所の住所：石丸１丁目、外院１丁目、粟生外院２,３,５丁目の

                       各一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体計画図　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　計画図（4/7～5/7）

（３）（仮称）川合山之口線の追加及び山麓線の区域変更

      該当箇所の住所：粟生間谷東１,２丁目、粟生間谷西３丁目の各一部

                                     全体計画図　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　計画図（6/7～7/7）

３　その他の参考資料

（１）計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ･･･ｐ12～13

（２）総括図　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ･･･ｐ14

（３）詳細平面図（1/7～7/7）　　　　　　　　　　       ･･･ｐ15～21

（４）標準横断図（1/4～4/4）　　　　　　　　　　       ･･･ｐ22～25

（５）縦断図（1/9～9/9）　　　　　　　　　　　　       ･･･ｐ26～34
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　お住まいの場所等の都市計画道路のルートの位置が確認できるように、具体的な位置を
示した縮尺1/2500の計画図を作成しています。

　下記「該当箇所の住所」を参照していただき計画図をご覧ください。
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